
ケアステーションかんざき  

令和 5 年 9 月 

ケアステーションかんざきでは、放課後等デイサービス・児童発達支援事業の業務を振り返り、今後の業務

を見直していくためにアンケートを実施しました。評価をもとにより良いサービスをめざし、業務改善を図っ

ていきます。 

 なお、評価基準は、厚生労働省が定める『放課後等デイサービスガイドライン』『児童発達支援事業ガイド

ライン』を基に独自の基準を設けています。 

＊令和 5年 3月に実施した事業評価アンケートを元に作成しています。 

 

放課後等デイサービス 自己評価結果 

 

                               

  チェック項目 現状評価 保護者の評価 改善目標 

環
境 

・ 

体
制
整
備 

1 利用定員に応じた指導訓

練室等スペースの十分な

確保 

○訓練室に合わせた利用定

員としており、活動スペー

スは十分確保されていま

す。 

 

 ○今後も指導訓練室は十分な

スペースを確保できる予定で

す。 

2 職員の適切な配置 ○職員定員に対して、基準

以上の配置数となっていま

す。 

 

 〇職員の配置は今後も基準を

満たしたうえでサービスを提

供していきます。 

3 本人にわかりやすい構造、

バリアフリー化、情報伝達

等に配慮した環境など障

害の特性に応じた設備整

備 

○利用者の特性に合わせた

環境設備の配慮を心がけて

います。 

〇トイレをユニバーサル

デザインにしてほしい。 

〇利用者が来所した際にはス

タッフが対応し、相談室や訓練

室にご案内しています。 

○今後も利用者に応じて環境

設備は配慮を心がけていきま

す。 

4 清潔で、心地よく過ごせ、

子どもたちの活動に合わ

せた生活空間の確保 

○清潔に保つように毎日清

掃を行っています。 

○活動に合わせて空間を仕

切ったり、別室に移動した

りしています。 

 ○定期的に修繕しながら今後

も環境を整えていきます。 

 

 

 

業

務

改

善 

１ 事務改善を進めるための

PDCA サイクル（目標設定

と振り返り）への職員の積

極的な参画 

○定期的に目標設定を行

い、振り返りを行うことで

業務改善に努めています。 

 ○継続していきます。 

２ 第三者による外部評価を

行い、評価結果を業務改善

の実施 

○第三者の評価はＨ28年

度に受審しました。 

 ○今後も定期的に外部評価を

受けていきます。 

３ 職員の資質の向上を行う

ために、研修の機会の確保 

○積極的に外部研修会への

参加を行っていくととも

に、内部での勉強会を継続

します。 

 ○今後も積極的に参加してい

きます。 



適
切
な
支
援
の
提
供 

  １ アセスメントを適切に行

い、子どもと保護者のニー

ズや課題を客観的に分析

した上で、放課後等デイサ

ービス計画の作成 

○保護者だけでなく学校な

ど関係機関とも定期的に懇

談を行い、質の高いアセス

メントが行えるよう努めて

います。 

〇アセスメントに基づき、

担当職員とカンファレンス

を行った上で、支援計画を

作成しています。 

○利用時本人の成長をあ

まり感じることができて

いない。 

〇いつも助言をいただ

き、子どもの接し方のポ

イントを知ることができ

ました。 

○質の高いアセスメントが行

えるように努めていくととも

に、本人や家族が成長を実感で

きるように説明を心がけてい

きたいと思います。 

２ 子どもの状況に応じ、個別

活動と集団活動を適宜組

み合わせ計画の作成 

 

 

○集団療育を中心としてい

ますが、必要に応じて個別

指導を行っています。支援

内容については支援計画に

明記しています。 

３ 放課後等デイサービス計

画における子どもの支援

に必要な項目の設定及び

具体的な支援内容 

○『発達支援（本人支援及

び移行支援）』、『家族支

援』『地域支援』で個別の

支援計画を作成し、具体的

な支援内容も設定していま

す。 

４ 放課後等デイサービス計

画に沿った支援の実施 

○支援計画に基づき、支援

を行えるように、毎日事前

のカンファレンスを実施し

ています。 

 ○継続していきます。 

５ チーム全体での活動プロ

グラムの立案 

○支援計画に基づき、チー

ムで活動プログラムを立

案しています。良い活動プ

ログラムとなるようにカ

ンファレンスで意見交換

も行っています。 

  ○継続していきます。 

６ 平日、休日、長期休暇に応

じたきめ細やかな支援 

○当事業所は祝日を除く平

日を営業日としています。

長期休暇や振替休日の場合

は、利用者の希望に合わせ

て送迎ルートを変更するな

ど適宜対応しています。 

 

 

 ○今後も利用者に合わせた対

応を必要に応じて行っていき

ます。 

７ 活動プログラムが固定化

しないように工夫の実施 

○活動プログラムは毎週変

更しています。また、季節

に合わせた行事を計画し実

施しています。 

〇毎回同じように感じ

ることがある。 

〇いつも楽しんで行っ

ている。大満足です。 

〇今後も利用児の楽しみにし

てもらえるプログラムを考え

ていきます。 

○買い物体験や調理体験など

生活に必要な力をつけていく

ためのプログラムを今後も継

続します。 

適
切
な
支
援
の
提
供 

 ８ 支援開始前には職員間で

その日行われる支援の内

容や役割分担についての

確認の徹底 

○毎日事前カンファレン

スの時間を設けています。 

 ○継続していきます。 

９ 支援終了時には、職員間で

その日行われた支援の振

り返りを行い、気付いた点

等の情報の共有化 

 

〇必要に応じて当日また

は、翌日のカンファレンス

で振り返りや気づいた点

を話し合っています。 

 ○継続していきます。 

10 日々の支援に関しての正

確な記録の徹底や、支援の

検証・改善の継続実施 

○サービス提供ごとに記録

を行い、スタッフで共有を

しています。 

 

 ○継続していきます。 

11 定期的なモニタリングの

実施、及び放課後等デイサ

ービス計画の見直し 

○ガイドラインに基づい

て、概ね 6ヶ月に 1度モ

ニタリングを行い、支援計

画を見直しています。 

 

 ○継続していきます。 



 

 

 

 

 

 

 

関

係

機

関

や

保

護

者

と

の

連

携 

１ 子どもの状況に精通した

最もふさわしいものによ

る障害児相談支援事業所

のサービス担当者会議へ

の参画 

○ケースに合わせて、専門

性の高いスタッフや子ども

の状況を把握しているスタ

ッフが参加するようにして

います。 

 ○引き続きケースに合わせた

対応をしていきます。 

２ （医療的ケアが必要な子

どもや重症心身障害のあ

る子どもを受け入れる場

合）地域の保健、医療、障

害福祉、保育、教育等の関

係機関と連携した支援の

実施 

○保健師を中心に教育委員

会、医療機関など必要な関

係機関と連携を図り、支援

がよりスムーズに出来るよ

うに心がけています。 

 ○継続していきます。 

３ （医療的ケアが必要な子

どもや重症心身障害のあ

る子どもを受け入れる場

合）子どもの主治医や協力

医療機関等と連絡体制の

整備 

○協力医療機関（神崎総

合病院、小児科医師）と

の連携や子どもの主治医

と連絡を密に取れる体制

を整えています。 

 ○継続していきます。 

４ 

 

 

児童発達支援事業所から

の円滑な移行支援のため、

保育所や認定こども園、幼

稚園、小学校等との間での

支援内容等の十分な情報

共有 

○小学校入学前に関係機

関で懇談会を行い、円滑

に移行できるように情報

提供や入学式の見学を行

っています。 

 ○継続していきます。 

５ 放課後等デイサービスか

らの円滑な移行支援のた

め、学校を卒業後、障害福

祉サービス事業所等に対

するそれまでの支援内容

等についての十分な情報

提供 

○サポートファイルを作

成し支援内容についての

情報提供を行っていま

す。 

 ○継続していきます。 

６ 児童発達支援センターや

児童発達支援事業所、発達

障害者支援センター等の

専門機関と連携や、専門機

関での研修受講の促進 

○近隣にセンターがないた

め、当事業所が専門職を対

象にした研修会などを行っ

ています。 

 ○継続していきます。 

７ 

 

放課後児童クラブや児童

館との交流や、障害のない

子どもと活動する機会の

提供 

○療育の中で交流すること

は少ないです。ただし、学

童等のトラブルに対し相談

対応は行っています。 

また、家族で参加できる

行事を企画し、交流機会

の提供に努めています。 

〇交流は少ないように

感じる。 

〇障害のない子どもと

活動したという報告は

聞いたことがない。 

○学童等における障害のない

子どもたちとの活動場面にお

ける相談対応は引き続きして

いきます。 

 ８ 事業所の行事への地域住

民の招待等、地域に開かれ

た事業の運営 

○ボランティアとして療育

に参加していただいていま

す。 

 ○地域住民のボランティア受

け入れを継続していきたいと

思います。 

 
 
 
保
護
者
へ
の
説
明
責
任 

 

 

 

１ 支援の内容、利用者負担等

についての丁寧な説明 

○利用契約の際に運営規

定や重要事項説明書、利用

者負担等の内容は説明を

行っています。 

 

 ○利用者がわかりやすい説明

を心がけていきます。 

２ 放課後等デイサービス計

画を示しながらの支援内

容の丁寧な説明 

○懇談会の時に目標と支援

方針の確認を行い、署名を

いただくようにしていま

す。 

〇個別に面談をしてい
ただき、助言をいただ
いています。 

○利用者のニーズに合った支

援計画を作成できるよう努め

ていきます。 

３ 保護者の対応力の向上を

図る観点から、保護者に対

して家族支援プログラム

（ペアレント・トレーンン

グ等）の支援の実施 

○療育の場面でペアトレー

ニングの支援は行えていま

せんが、町内保健師が実施

している行事などを紹介し

ています。 

〇懇談会や個別に連絡を頂

いた時に関わり方などのご

相談に対応しています。 

 ○引き続き、懇談会や個別にご

相談を頂く中でご家族の関わ

り方を支援できるよう努めて

いきます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

保

護

者

へ

の

説

明

責

任 

 

 

４ 子どもの発達の状況や課

題について日頃から保護

者との共通理解の徹底 

○療育の様子を連絡ノート

に記入しています。また、

送迎の際に保護者にその日

の様子をお伝えしていま

す。 

 ○療育の様子や成長を感じる

部分を連絡ノートに記入して

保護者に伝えていきたいと思

います。直接お話ができる場合

は口頭で説明を行っていきま

す。 

５ 保護者からの子育ての悩

み等に対する相談に適切

な対応と必要な助言の実

施 

○定期的なアセスメント

に加え、連絡帳や電話での

相談に応じ、迅速に支援を

行っています。関係機関と

協力することもあります。 

〇個別に面談していただ

く他、施設長の方から多

くの助言をいただく機会

を作ってもらい大変あり

がたいです。 

○保護者に寄り添った支援を

心がけていきます。 

６ 父母の会の活動の支援や、

保護者会の開催による保

護者同士の連携支援 

○年 1回、保護者会を開

催しています。また、兄弟

で参加できるデイキャンプ

を行っています。 

〇保護者同士は少ないよ

うに感じる。 

○引き続き保護者会・デイキャ

ンプなど、保護者同士で連携を

図れる場を企画していきたい

と思います。 

○保護者会ではアンケートを

行い、さらに多くの方に参加し

てもらえるような企画を検討

していきます。 

７ 子どもや保護者からの苦

情に対する、対応体制整備

や、子どもや保護者に周知

及び苦情があった場合の

迅速かつ適切な対応 

○苦情相談窓口を設けて

おり、契約時に説明を行

っています。 

○苦情が今のところ無い

のでわかりません。 

〇苦情を申し立てたこと

がない。 

○苦情・相談窓口に加え迅速に

対応できる方法を検討してい

きます。 

８ 障害のある子どもや保護

者との意思疎通や情報伝

達のための配慮 

○必要に応じて配布文書へ

のルビ打ちや文字の大きさ

を調整しています。 

〇掲示物は視覚的に分かり

やすいよう工夫を行ってい

ます。 

 〇メールは今後も活用してい

きたいと思います。 

○多くの方と連絡が取りやす

いように今後も工夫をしてい

きます。 

９ 定期的な会報等を発行、活

動概要や行事予定、連絡体

制等の情報についての子

どもや保護者への発信 

○保護者に対して、毎月

ケアステだよりを発行

し、行事予定などを知ら

せています。 

○近隣町の広報紙にケアス

テだよりを掲載していま

す。 

 ○継続していきます。 

 

10 個人情報の取り扱いに対

する十分な対応 

○個人情報保護方針に基

づいて、十分注意して対

応しています。 

 ○個人情報の取り扱いには十

分注意していきます。 

   

 

 

非

常

時

等

の

対

応 

 

 

 

 

 

１ 緊急時対応マニュアル、防

犯マニュアル、感染対応マ

ニュアルの策定と、職員や

保護者への周知徹底 

○感染対応の訓練は年 1

回行っています。 

緊急時の対応は個々にマ

ニュアルを作成していま

す。 

○訓練をしていると聞い

ているが、実際に見たこ

とないのでどちらともい

えない。 

 

○感染対応や避難訓練など緊

急時の対応について、訓練を継

続していきます。また、保護者

の方にも対応方法を周知して

頂けるように、会報等で情報発

信を行っていきます。 ２ 非常災害の発生に備えた、

適期的に避難、救出その他

必要な訓練の実施 

○非常災害の発生に備え、

隣接する神崎総合病院の

防災マニュアルに準じ、避

難訓練も定期的に行って

いきます。 

３ 虐待を防止するための職

員研修機会の確保等、適切

な対応 

○当事業所で研修会は行

っていないため、虐待に

ついての研修会に参加や

周知は行っています。 

 ○職員全員が周知できるよう

に、スタッフに研修会の伝達を

行うなど努めていきます。 

４ どのような場合にやむを

得ず身体拘束を行うかに

ついて、組織的な決定と、

子どもや保護者に事前に

十分に説明・了解を得た上

での、放課後等デイサービ

ス計画への記載 

 

〇事業所内での身体拘束に

ついての手続きは決められ

ています。必要な場合は手

続きに基づいて実施し、支

援計画に明記することにな

っています。 

〇これまでにやむを得

ず身体拘束を行うよう

なケースはない。 

○身体拘束については今後勉

強会を行い、当事業所で決めら

れた手続きは職員に周知して

いきたいと思います。 



 ５

５ 

食物アレルギーのある子

どもに対する医師の指示

書に基づく適切な対応 

○アレルギーについて事

前に保護者に確認してい

ます。必要に応じて対応を

保護者に確認しています。 

 ○継続していきます。 

６ ヒヤリハット事例集を作

成及び事業所内での共有

の徹底 

○事例が発生した場合に

職員間で情報の共有を行

っています。 

 ○今後もヒヤリハットの事例

集を元に職員間で情報を共有

していきます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 児童発達支援事業 自己評価結果 
 

 

  チェック項目 現状評価 保護者の評価 改善目標 

環
境 

・ 

体
制
整
備 

1 利用定員に応じた指導訓

練室等スペースの十分な

確保 

○訓練室に合わせた利用

定員としており、活動ス

ペースは十分確保されて

います。 

 ○限られたスペースの

中で、子どもが安全に過

ごせるように備品の整

理などをおこないスペ

ースの確保を行ってい

きます。 

2 職員の適切な配置 ○職員定員に対して、基

準以上の配置数となって

います。 

 ○職員の配置数は現状

で対応していきます。さ

らに保護者の方に積極

的に声をかけ、きめ細や

かなサービスに努めま

す。 

 

3 本人にわかりやすい構造、

バリアフリー化、情報伝達

等に配慮した環境など障

害の特性に応じた設備整

備 

○スロープなどのバリアフ

リー化の配慮をしていま

す。 

○トイレ表示やスケジュー

ルの表示にイラストを用い

ています。 

 

 〇利用者が来所した際

にはスタッフが対応し、

相談室や訓練室にご案

内しています。 

○今後も利用者に応じ

て環境設備は配慮を心

がけていきます。 

4 清潔で、心地よく過ごせ、

子どもたちの活動に合わ

せた生活空間の確保 

○清潔に保つように毎日清

掃を行っています。 

○活動に合わせて空間を仕

切ったり、別室に移動した

りしています。 

 

 

 ○子どもが心地よく過

ごせるように引き続き

心掛けていきます。 

業 
 
 

業
務
改
善 
 
 
 
  

１ 事務改善を進めるための

PDCA サイクル（目標設定

と振り返り）への職員の積

極的な参画 

○毎日カンファレンスを

行い、改善点を出し合い、

改善の取組について継続

的に実施していきます。 

 

 ○継続していきます。 

２ 第三者による外部評価を

行い、評価結果を業務改善

の実施 

○第三者の評価はＨ28年

度に受審しました。 

 

 

 

 

 ○今後も定期的に外部

評価を受けていきます。 

３ 職員の資質の向上を行う

ために、研修の機会の確保 

○積極的に外部研修会へ

の参加を行っていくとと

もに、内部での勉強会を継

続します。 

 

 

 

 ○今後も積極的に参加

していきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ アセスメントを適切に行

い、子どもと保護者のニー

ズや課題を客観的に分析

した上で、児童発達支援計

画の作成 

○保護者だけでなく学校な

ど関係機関とも定期的に懇

談を行い、質の高いアセス

メントが行えるよう努めて

います。 

〇アセスメントに基づき、

担当職員とカンファレンス

を行った上で、支援計画を

作成しています。 

〇いつ子どもに配慮し

てくださって助かって

います。 

 

○サポートファイルの

活用を進めていきます。

○必要に合わせ関係機

関との情報交換を今後

も行っていきます。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

適
切
な
支
援
の
提
供 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

２ 子どもの状況に応じ、個別

活動と集団活動を適宜組

み合わせ計画の作成 

 

 

○当事業所では集団療育

（ソーシャルスキルトレ

ーニングを含む）と個別

訓練（言語訓練やリハ職

指導による身体機能訓

練）を必要に応じて組み

合わせて利用してもらっ

ています。 

○継続していきます。 

３ 児童発達支援計画におけ

る子どもの支援に必要な

項目の設定及び具体的な

支援内容 

○『発達支援』、『家族支

援』『地域支援』で個別の

支援計画を作成していま

す。 

○ガイドラインを活用

しながらよりわかりや

すい支援内容を提案し

ていきます。 

４ 児童発達支援計画に沿っ

た支援の実施 

○支援計画に基づき、支援

を行えるように、毎日事前

のカンファレンスを実施し

ています。 

○出来ているという意見

が多かった。 

○保護者のニーズにあ

っているか、療育場面の

中で確認をおこない、再

度計画に反映していき

ます。 

○また、積極的に声をか

け、きめ細かく対応して

いけるように取り組ん

できます。 

５ チーム全体での活動プロ

グラムの立案 

○支援計画に基づき、チー

ムで活動プログラムを立

案しています。良い活動プ

ログラムとなるようにカ

ンファレンスで意見交換

も行っています。 

○出来ているという意見

が多かった。 

○引き続き、継続してい

きます。 

６ 平日、休日、長期休暇に応

じたきめ細やかな支援 

○当事業所は祝日を除く平

日を営業日としています。 

 ○当面は休日、長期休暇

ともに現状の対応で行

っていきます。 

７ 活動プログラムが固定化

しないように工夫の実施 

○活動プログラムは毎週

変更しています。また、

季節に合わせた行事を計

画し実施しています。 

○毎週何をするのか楽

しみにしています。 

〇毎週通うのを楽しみ

にしています。 

○継続していきます。 

８ 支援開始前には職員間で

その日行われる支援の内

容や役割分担についての

確認の徹底 

○事前にミーティングを

行い情報共有や支援方針

の確認を行っています。 

 ○事前カンファレンス

の時間を設け定例化し

ていきます。 

９ 支援終了時には、職員間で

その日行われた支援の振

り返りを行い、気付いた点

等の情報の共有化 

○必要に応じて当日また

は翌日に職員間で情報共

有や振り返りを行ってい

ます。 

 ○情報の共有は今後も

行っていきます。 

10 日々の支援に関しての正

確な記録の徹底や、支援の

検証・改善の継続実施 

○サービス提供ごとに記

録を行い、スタッフで共

有をしています。 

 

 ○継続していきます。 

11 定期的なモニタリングの

実施、及び放課後等デイサ

ービス計画の見直し 

○ガイドラインに基づい

て、概ね 6ヶ月に 1度モ

ニタリングを行い、支援

計画を見直しています。 

 ○継続していきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 子どもの状況に精通した

最もふさわしいものによ

る障害児相談支援事業所

のサービス担当者会議へ

の参画 

○ケースに合わせて、専

門性の高いスタッフや子

どもの状況を把握してい

るスタッフが参加するよ

うにしています。 

 ○引き続きケースに合

わせた対応をしていき

ます。 

２ （医療的ケアが必要な子

どもや重症心身障害のあ

る子どもを受け入れる場

合）地域の保健、医療、障

害福祉、保育、教育等の関

係機関と連携した支援の

実施 

○保健師を中心に教育委

員会、医療機関など必要

な関係機関と連携を図

り、支援がよりスムーズ

に出来るように心がけて

います。 

 ○継続していきます。 



関
係
機
関
や
保
護
者
と
の
連
携         
 
 
 
 
 
 

３ （医療的ケアが必要な子

どもや重症心身障害のあ

る子どもを受け入れる場

合）子どもの主治医や協力

医療機関等と連絡体制の

整備 

○協力医療機関（神崎総

合病院、小児科医師）と

の連携や主治医と連絡を

密に取れる体制を整えて

います。 

 ○継続していきます。 

４ 児童発達支援事業所から

の円滑な移行支援のため、

保育所や認定こども園、幼

稚園、小学校等との間での

支援内容等の十分な情報

共有 

○事前の情報提供だけで

なく、保育所、幼稚園、

幼児園などに定期的に訪

問し、いつでも情報交換

を行える関係づくりを行

っています。 

 ○継続していきます。 

５ 児童発達支援センターや

児童発達支援事業所、発達

障害者支援センター等の

専門機関と連携や、専門機

関での研修受講の促進 

○近隣にセンターがない

ため、当事業所が専門職

を対象にした研修会を行

っています。 

 ○継続していきます。 

６ 

 

保育所や認定こども園、幼

稚園との交流や、障害のな

い子どもと活動する機会

の提供 

○年６回、野外活動とし

て近隣の子育て学習セン

ターでの活動を行ってい

ます。 

 ○園に通園されている

児が多いので、積極的な

園との交流は予定して

いません。 

○近隣の子育て学習セ

ンターとの交流は継続

していきます。 

７ 

 

 

事業所の行事への地域住

民の招待等、地域に開かれ

た事業の運営 

○ボランティアとして行

事に参加していただいて

います。 

 ○今後も参加をお願い

していきます。 

 
 
 
 
 
保
護
者
へ
の
説
明
責
任 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保
護

１ 支援の内容、利用者負担等

についての丁寧な説明 

○利用契約の際に運営規

定や重要事項説明書、利用

者負担等の内容は説明を

行っています。 

 ○継続していきます。 

２ 児童発達支援計画を示し

ながらの支援内容の丁寧

な説明 

○保護者に児童発達支援

計画の同意はもらってい

ます。 

 

 ○継続していきます。 

３ 保護者の対応力の向上を

図る観点から、保護者に対

して家族支援プログラム

（ペアレント・トレーンン

グ等）の支援の実施 

○療育の場面でその都度

保護者に対して関わり方

のアドバイスを行ってい

ます。 

尽力いただいたことで、

育児を通して自分の弱さ

と向き合いながらも、満

足に子育てができていま

す。 

○集団の場面でスタッ

フと児の関わりを見て

いただきます。また、ス

タッフから声かけをし、

利用児についてうかが

いやすい雰囲気作りに

努めます。 

４ 子どもの発達の状況や課

題について日頃から保護

者との共通理解の徹底 

○療育の中で、子どもの

様子を見ながら保護者と

情報交換を行い、共通理

解を図っています。 

○出来ているという意見

が多かった。 

○療育場面で保護者の

方が話しやすい雰囲気

をつくっていきます。 

５ 保護者からの子育ての悩

み等に対する相談に適切

な対応と必要な助言の実

施 

○療育の中で状況を保護

者と確認しながら、発達状

況に合わせた療育の提供

を行っています。 

○出来ているという意

見が多かった。 

○引き続き支援を行っ

ていきます。 

６ 父母の会の活動の支援や、

保護者会の開催による保

護者同士の連携支援 

○年 1回の保護者会や家

族で参加していただけるバ

ス旅行を行っています。ま

た、月１回おしゃべりタイ

ムを保護者同士が交流でき

る機会を設けています。 

 ○引き続き保護者会・お

しゃべりタイム等を企

画し、保護者間の連携が

図れるように支援して

いきます。行ったことが

ない人には積極的に紹

介していきます。 

７ 子どもや保護者からの苦

情に対する、対応体制整備

や、子どもや保護者に周知

及び苦情があった場合の

迅速かつ適切な対応 

○苦情相談窓口を設けてお

り、契約時に説明を行って

います。 

 ○苦情・相談窓口に加え

迅速に対応できる方法

を検討していきます。 



者
へ
の
説
明
責
任 
 
 

８ 障害のある子どもや保護

者との意思疎通や情報伝

達のための配慮 

○必要に応じて配布文書へ

のルビ打ちや文字の大きさ

を調整しています。 

〇掲示物は視覚的に分かり

やすいよう工夫を行ってい

ます。 

 ○継続していきます。 

９ 定期的な会報等を発行、活

動概要や行事予定、連絡体

制等の情報についての子

どもや保護者への発信 

○保護者に対して、毎月ケ

アステだよりを発行し、行

事予定などを知らせていま

す。 

○近隣町の広報紙にケア

ステだよりを掲載してい

ます。 

 ○継続していきます。 

10 個人情報の取り扱いに対

する十分な対応 

○個人情報には十分注意し

ています。 

 ○相談場所等の配慮も

含め個人情報の取り扱

いを注意していきます。 

 
 
 
非
常
時
等
の
対
応 
 
 

１ 緊急時対応マニュアル、防

犯マニュアル、感染対応マ

ニュアルの策定と、職員や

保護者への周知徹底 

○感染対応の訓練は年 1

回行っています。 

○緊急時の対応は個々に

マニュアルを作成してい

ます。 

 

 ○感染対応や緊急時の

対応について、訓練を継

続していきます。また、

保護者の方にも対応方

法を周知して頂けるよ

うに、情報発信を行って

いきます。 

○安心して利用いただ

けるように保護者参加

の防災訓練も行ってい

きます。 

２ 非常災害の発生に備えた、

適期的に避難、救出その他

必要な訓練の実施 

○避難方法の説明は療育

内で行っています。 

今後は避難訓練も行って

いきます。 

３ 虐待を防止するための職

員研修機会の確保等、適切

な対応 

○当事業所で研修会は行

っていないため、虐待に

ついての研修会に参加や

周知は行っています。 

 ○職員全員が周知でき

るように、スタッフに研

修会の伝達を行うなど

努めていきます。 

４ どのような場合にやむを

得ず身体拘束を行うかに

ついて、組織的な決定と、

子どもや保護者に事前に

十分に説明・了解を得た上

での、放課後等デイサービ

ス計画への記載 

〇事業所内での身体拘束に

ついての手続きは決められ

ています。必要な場合は手

続きに基づいて実施し、支

援計画に明記することにな

っています。 

〇これまでにやむを得

ず身体拘束を行うよう

なケースはない。 

○身体拘束については

今後勉強会を行い、当事

業所で決められた手続

きは職員に周知してい

きたいと思います。 

５

５ 

食物アレルギーのある子

どもに対する医師の指示

書に基づく適切な対応 

○アレルギーについて事

前に保護者に確認してい

ます。必要に応じて対応を

保護者に確認しています。 

 ○継続していきます。 

６ ヒヤリハット事例集を作

成及び事業所内での共有

の徹底 

○事例が発生した場合に

職員間で情報の共有を行

っています。 

 ○今後もヒヤリハット

の事例集を元に職員間

で情報を共有していき

ます。 

 


